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○ 
 

開 
 

 
 

 

議 
◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
よ
り
本
日
の
会
議
を
開

き
ま
す
。 

 
 

 
 

○ 
議 

案 

上 

程 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

日
程
に
よ
り
ま
し
て
、
さ
き
に
委
員
会
に
付
託
い
た
し

ま
し
た
甲
第
十
八
号
議
案
か
ら
甲
第
三
十
五
号
議
案
ま
で
十
八
件
、
及
び
乙
第
二
十

八
号
議
案
か
ら
乙
第
三
十
六
号
議
案
ま
で
九
件
、
以
上
二
十
七
件
の
議
案
を
一
括
し

て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

○ 

委 

員 

長 

報 

告 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

こ
れ
よ
り
委
員
長
報
告
に
入
り
ま
す
が
、
会
議
規
則
第

三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
会
審
査
報
告
書
を
お
手
元
に
配
付
し
、
そ

の
報
告
を
省
略
い
た
し
ま
す
。 

  

（
委
員
会
審
査
報
告
書
） 

  

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

次
に
、
討
論
に
入
り
ま
す
が
、
討
論
の
通
告
は
あ
っ
て

お
り
ま
せ
ん
の
で
、
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
討
論
を
終
了
し
直
ち
に
採

決
に
入
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

○ 
 

採 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

決 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

ま
ず
、
甲
第
十
八
号
議
案
、
甲
第
二
十
三
号
議
案
及
び

甲
第
二
十
九
号
議
案
、
以
上
三
件
の
議
案
を
一
括
し
て
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
れ
は
、
令
和
七
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
八
号
）
、
令
和
七
年
度
財
政
調

整
積
立
金
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
、
令
和
七
年
度
公
債
管
理
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
一
号
）
に
つ
い
て
の
議
案
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

以
上
三
件
の
議
案
に
つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
は
可
決
で
あ
り
ま
す
。 

 

本
案
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

起
立
者
多
数
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
以
上
三
件
の
議

案
は
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
、
乙
第
三
十
一
号
議
案
及
び
乙
第
三
十
二
号
議
案
、
以
上
二
件
の
議
案
を
一

括
し
て
採
決
し
ま
す
。 

こ
れ
は
、
「
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
事
業
に
対
す

る
市
町
の
負
担
」
、
「
権
利
の
放
棄
に
つ
い
て
」
の
議
案
で
あ
り
ま
す
。 

以
上
二
件
の
議
案
に
つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
は
可
決
で
あ
り
ま
す
。 

本
案
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

起
立
者
多
数
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
以
上
二
件
の
議

案
は
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
、
甲
第
十
九
号
議
案
か
ら
甲
第
二
十
二
号
議
案
ま
で
四
件
、
甲
第
二
十
四
号

議
案
か
ら
甲
第
二
十
八
号
議
案
ま
で
五
件
、
及
び
甲
第
三
十
号
議
案
か
ら
甲
第
三
十

四
号
議
案
ま
で
五
件
、
以
上
十
四
件
の
議
案
を
一
括
し
て
採
決
し
ま
す
。 

以
上
十
四
件
の
議
案
に
つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
は
可
決
で
あ
り
ま
す
。 

本
案
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
以
上
十
四
件
の
議

案
は
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 
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次
に
、
甲
第
三
十
五
号
議
案
を
採
決
し
ま
す
。 

こ
れ
は
、
令
和
七
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
七
号
）
の
専
決
処
分
に
つ
い
て

の
議
案
で
あ
り
ま
す
。 

甲
第
三
十
五
号
議
案
に
つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
は
承
認
で
あ
り
ま
す
。 

本
案
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 
全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
甲
第
三
十
五
号
議

案
は
承
認
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
、
乙
第
二
十
八
号
議
案
か
ら
乙
第
三
十
号
議
案
ま
で
三
件
、
乙
第
三
十
三
号

議
案
か
ら
乙
第
三
十
六
号
議
案
ま
で
四
件
、
以
上
七
件
の
議
案
を
一
括
し
て
採
決
し

ま
す
。 

以
上
七
件
の
議
案
に
つ
い
て
の
委
員
長
の
報
告
は
可
決
で
あ
り
ま
す
。 

本
案
に
賛
成
の
方
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

◎
議
長
（
宮
原
真
一
君
） 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
以
上
七
件
の
議
案

は
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
れ
で
、
本
日
の
日
程
は
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

あ
す
七
日
及
び
八
日
は
休
会
、
九
日
は
議
案
審
査
日
、
十
日
、
十
一
日
及
び
十
二

日
は
特
別
委
員
会
開
催
、
十
三
日
は
本
会
議
を
再
開
し
て
委
員
長
報
告
を
行
い
ま
す
。 

 

本
日
は
こ
れ
で
散
会
い
た
し
ま
す
。
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

午
前
十
一
時
五
分 

 

散
会 


